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Ǳーȉ ຳኃ൶をƀƔǀᆊලなဃᎭに཯࡝しましょう

Ǳーȉ /4+ ଙ௮を೥Ɔǀ前に� ෑፑሐಽ๦ਙ౧　๫୅ ໽৵

問

問

À /4+ ଙ௮ƝƤi

/4+ ଙ௮とは大きなǳンǸルにಗ඘をᄇ生さƐて、ಗุの፛をጦዿして内໅やଆ৉・ຎදを撮ໂするଙ௮です。%6 ଙ

௮にᄾべ撮影にಐ৖がかかるたƶ広いᄧࡗの撮影は௘ႍですが、ፕ୻なコンǳラスǳの写真、つまりᅸᇥとฝඛຎද

のતᇠがつƆやすい写真をၜることができます。そのたƶ、່影ఒ（बໂෑཉଙ௮をよりわかりやすくするዄఒ）を

ዿいることが %6 にᄾべ൛ないのもၟ྇のࡴつで、঵ೄዻにとってよりࡊ๺なଙ௮がුƶられるとணえます。

Àଙ௮前のമᅏƝƤi

ઞ໔などをಏち௔Ƶとਹい৳Ɛられたり、ᄇႨしたり、बໂに影੽をይえるईႷตがあります。ઞ໔ （ǸǮクレス・

౪፤、入れಇ、ȌガǸ、ᇸྐ器など）や、࿻り物 （ಮᆑ・ǖイȘ・Ǔレキバン）、ǖラーコンタクǳなどをිにཧƆ

ている඘஽は೘り॒しがᅢጅです。また、化粧（つƆまつげ・マスǖラ・႘൲Ɔ౱ƶなど）、ǸイルǍーǳ、マǶキȐ

Ǎなどもઞ໔を৞ǈでいるものがあるたƶ、ጜとしてもらう඘஽がありますのでಈ๶にごະཎください。ଙ௮で጖ࢇ

される఑は上਋のことに཯意し、ಈ๶にമᅏいただƆるとスȋーǥにଙ௮がුƶられます。

À཯࡝すǀこƝƝƤi

໲内ઞ໔（෗୿内ಚ、スǱンǳ、インȂランǳ、ȅースȌーǖー、ൊ఍၌器）やリȁレ・

౛ฬやǍーǳȌイクなどがある඘஽、/4+ ଙ௮を೥Ɔられないことがありますので

ያዃಐにはᅢず೗ಓ࡭にお࿿えください。その他、ごᆊ明な࿾やごಱ問がごƋいま

したらおਂ૴にሐಽ๦ऎまでごᎌጛください。

ຳኃ൶や大೚ྫྷමಈ઄ೄをかたり、「2 ಐ৖ଢ଼にဃᎭがౚえなくなる。」などのᆊලなဃᎭに関するະཎが৳Ɛられて

います。「2 ಐ৖ଢ଼にဃᎭがౚえなくなる。」というࣿ声ガイǫンスがጺれ、1 ᄮをࣥすとǕȅレーターとつながり、

଼෗ගሇをᇍき出すǜースが॰Ⴁされています。（ேኁ生ঊセンター브）

൯ᅉೄƭのアǴバイス

¿ ຳኃ൶や大೚ྫྷමಈ઄ೄから、ဃᎭを࿄౱することに関して、ಛ၌ࣿ声ガイǫンスやŊńŊをౚってᎌጛすること

は์対にありまƐǈ。

¿ ᅋྫྷཐやཐらないᄮ஼からのဃᎭはᆊලなဃᎭのおそれがあります。ᆊࡊをあおって଼෗ගሇをᇍき出そうとして

います。଼෗ගሇは์対に࿿えないでください。ࣿ声ガイǫンスがጺれた඘஽には、௻ଢ଼までᇍかずにဃᎭをすƅ

โることも大โです。

¿଼෗ගሇを࿿えてしまった、あるいはᅇ॔がਝわれる඘஽は、൯ᅉ生ঊセンターや૳ళなどƭະཎしましƼう。

町では、「ሻᄠဃᎭ」をம入される町内ఓഉの 65 ఄ以上の෗に「5�000 ฌ໷ࡴ）ࣅ 1 ༊଺り）」をᇸൃします。

ごம入๶にࡊ๺ࡊ඾डƭお問い஽わƐください。
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ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
提
言

令
和
7
年
3
月
5
日
に
、
広
陵
町

自
治
基
本
条
例
推
進
会
議
の
中
川

会
長
お
よ
び
清
水
副
会
長
か
ら
山

村
町
長
へ
提
言
書
が
手
渡
さ
れ
ま

し
た
。

提
言
内
容

推
進
会
議
で
は
、
広
陵
町
自
治
基

本
条
例
に
基
づ
い
た
協
働
の
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
う
え

で
、
町
に
関
わ
る
す
べ
て
の
人
が

ま
ち
づ
く
り
に
参
加
・
参
画
し
や

す
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う

し
た
ら
良
い
か
を
話
し
合
っ
て
き

ま
し
た
。

行
政
と
し
て
の
取
り
組
み
内
容
を

含
め
、
町
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り

の
た
め
、
わ
か
り
や
す
い
周
知
や

説
明
、
町
民
の
積
極
的
な
参
画
協

働
の
意
識
醸
成
の
必
要
性
な
ど
が

提
言
さ
れ
ま
し
た
。

自
治
基
本
条
例
と
は

ま
ち
づ
く
り
の
主
体
と
し
て
の
町

民
・
町
議
会
・
行
政
が
互
い
の
役

割
を
認
識
し
な
が
ら
対
等
の
立
場

で
連
携
し
、
共
通
の
目
的
の
た
め

に
協
働
し
て
住
民
自
治
を
基
盤
と

し
た
広
陵
町
の
ま
ち
づ
く
り
を
進

め
て
い
く
た
め
の
基
本
ル
ー
ル
を

定
め
た
も
の
で
す
。

こ
の
ま
ち
に
暮
ら
し
集
い
、
対
話

を
重
ね
、
よ
り
良
い
ま
ち
と
し
て
、

み
ん
な
で
考
え
取
り
組
も
う
と
い

う
も
の
で
す
。

「
ま
ち
づ
く
り
」
は
、
子
ど
も
も

大
人
も
み
ん
な
が
で
き
る
こ
と

まƖƚƄりについてணŽƽう

■ こƞƷの෗ଚについてணŽてみまƐんƀ（�෗ଚをƔしƀƶŷう日�県ၾ一ฮ集व）

問 ੤။のまちƚくり෮ුड

4.11�෗ଚをƔしƀƶŷう日�県ၾ一ฮ集व

ቚ年 ��11 は、「෗ଚをたしかƶあう႘」としてଡ内ࡴฮആ会

を開催してきました。ௗषは、「こどもの෗ଚ　ᅇఆೄとこど

も」をǱーマに、「౤どもたちに�඾�を࢚でସጃで、࿿えた

い」　⿤ૉはᅢጅとされている⿤　という࣏༎で、ሾ঍඗૎ �

町஽၍で開催します。ॉさまもこの৿会に౤どもたちの෗ଚ

を見つƶྞしてみまƐǈか？

ę 記Ⴊ஬࣏g

「౤どもたちに�඾�を࢚でସጃで、࿿えたい」

⿤　ૉはᅢጅとされている　⿤

ę ஬౧gස ଳ໤さǈ　ǢンガーǨングライター

ę ȂȘȀǎールg

1�78 年ྙఞଡ出ි、大ఙᆒఓഉ　ᆊဎ校やಛୂᄵ࿊の႘yを૪

て、18 ఄでǙターと出会いऒ೚になるኄをሎく。大学໘઄と၍

ಐに上ੜ、ママǬȎリ႘቎ࡴ೮スǳリーǳライȁのፅに出る。

子
ど
も
も
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
で

き
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う
た

め
、
令
和
6
年
度
は
町
内
の
全
て

の
小
学
校
で
、
5
・
6
年
生
を
対

象
に
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
出
前

授
業
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。

今
年
は
町
政
70
周
年

70
年
の
歴
史
あ
る
広
陵
町
。
次
世

代
に
つ
な
ぐ
ま
ち
づ
く
り
を
み
ん

な
で
取
り
組
ん
で
い
き
ま
し
ょ

う
。

৶ဗかの௷ๆとྉ๗を૪てさまƋまな出会いと学びのཨで、200�

年よりȂȘとして๺ேでঊ၌を໗Ɔる。これまでのライȁや学校

஬࣏のຳ෾は 2200 षを超えライȁや஬࣏は教ࡱ関૒ೄやᇱ୦ೄ、

౤どもたちから大きなᄗ੽をၜている。ઝ年はఆ॔ᅇఆདでのᆲ

੊ঊ၌などさまƋまなঊ၌も૫໗࿨に行う。ࣿ楽のၗ、ఆ॔౫࣍

ঊ၌のၗĩつのၗで大โな౩いを࿿えるǢンガーǨングライター。

ę 日時g4�11（ઞ）13�30 ⿤ 15�30（೥ᆋg13�00 ⿤）

ę 場所gओ஽町まưろƥȆール（ओ஽町ஸྭ༊ 1ོ目 8ᄮད 3）

※ ཱུ ೆ඘が଺られていま

すので、なるべくおඔ

り஽わƐてごౄइくだ

さい。

ę ࿊ࡿg�00 ෗（๐ཧവ）

※෇௔ᆊጅ・ౄइኅ料

Â学ಡೄ・२೟ཆ໲・ഉኁでஓถされた෮ු会議のॉさǈ

Â೨઄でౚዿしたスライǴ

Âพ෯ᆱ会ྙ、ཨ๖会ྙ、౅໠町ྙ、൪࡮ᆱ町ྙ、ඬ໠教ྙࡱ
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消費生活相談だより 

඾課　☎内線ࡊ๺ࡊ 1�68

テーマ

問

国保中央病院だより

ேᇱ中央ᅸࢇ　☎ 0744（3�）8800

テーマ

問

ະཎ事፯では、૳ళでౚ用されることが໣い下 4 ૿

が「0110」のဃᎭ番号をᅳಘすることで൯ᅉೄをම

用さƐる೚୵や、ဃᎭから .+0' のǾデオྫྷᎭにዤ၏

し૳ళ೚ྂを見Ɛて、ƒれをම用した൯ᅉೄに଼人

ගሇをᇍいたり、ຢ௮の一ৄとしてઞ๲をවり込ま

Ɛたりする೚୵がみられます。

なかには、ະ೚が自ᇀの଼人ගሇ（౳኎や住സなど）

をཐっている場合もあり、൯ᅉೄがະ೚をම用して

しまう要ࢀとなっています。ဃᎭ୵で「༅ᇵ」など

とସǄれて、౗事やภঊへのࢬ੽を੮れて൳って対

応してしまうईႷตもあります。（ே民ภঊǦンター

브）

警察を名乗る不審な電話に関する相談が多く寄

せられています

■  ૳ళが .+0' のトークやǾデオྫྷᎭでᎌጛを೘る

ことはありまƐん。

■  ૳ళからと౩ǄれるဃᎭであっても、സ໔や༶当

ೄ኎、ဃᎭ番号、内線番号などをᇍいたうŽでいっ

たんဃᎭをโり、૳ళാなどのᎌጛ๐をྔƮたう

Žでະཎしてください。

■  不ࡊをশƍたり、不ලに౩ったりした場合は、すƅ

に൯ᅉภঊǦンターなどや૳ళにະཎしてください。

消費者へのアドバイス

警察を名乗る電話にご注意ください

໑、ၟにᅞから下でᅳኜのଆ৉がこƫのƽうにሶら

Ƶඡ໺を下౺อቾᩴといいます。

ଆ৉には၌ቾとอቾがあります。၌ቾは඾໅から໑

๐に୶かっていくଆࢻがጺれるଆ৉で、อቾは໑๐

から඾໅にᇪっていくଆࢻがጺれます。อቾの။き

がೕくなると、඾໅に኱れないଆࢻが໑にጻまりが

ちになり、ଆ৉がሶれ、こƫのƽうに見Žるƽうに

なり、อቾᩴになります。症ඡとしては、ƪくらは

ƃがだるい、こƵらᇪりが਍こる、かƻいなどがあ

ります。見た目では、໑のଆ৉がᆘきഞて見Žる、

නຍྠཧ（໑ೣあたりがோっƲくなる）などがあり

ます。ひどくなると、ᅁᆜにྐྵ
かいƽう

ᩭができる場合もあ

ります。

下肢静脈瘤とは

なぜ下肢静脈瘤になるのか

下౺อቾᩴはଂして࠵いものではなく、໣くの場合

が඾ვありまƐんが、このままでいいのか、ଆのか

たまりがდや඾໅にとんでいかないか、など不ࡊを

持たれている人もいると౩います。

ෑཉは、ᅞの下からƪとももにあるଆ৉にエコーを

当てることで、อቾの။きやଆ৉のሶらみを見るこ

とができますので、อቾの။きがೕくなっているか

がǄかります。ෑཉଢ଼は、ಓፑƐƏに૪थ৑ళで良

いか、きƙめのા下（ǺǏǨックス）をጨいたሑが

良いかなどをᄕཉします。ಓፑがᅢ要な場合は、カ

ǱーǱルಓፑ（ȗーǡーಓፑ）などのሑሓがあります。

ேᇱ中央ᅸࢇでは、下౺อቾᩴのエコーଙ௮を行っ

ていますので、ਂになる人や඾ვな人はおਂ૴にご

ະཎください。

診断方法・治療方法

下
か し

౺ อ
ƍょうみƸくりƺう

ቾ ᩴ ඾໅ଆ৉॒ऎ　ဂ໠ 大Ꭼ

町
内
で
は
た
く
さ
ん
の
人
が

ゴ
ミ
拾
い
活
動
を
さ
れ
て
い
ま

す
。
ゴ
ミ
拾
い
は
、
身
近
に
で

き
る
ま
ち
づ
く
り
の
一
つ
で
す
。

今
回
は
、
町
内
で
清
掃
活
動

を
さ
れ
て
い
る
清
掃
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
団
体
を
紹
介
し
ま
す
。

「何かをしたい想い」がまちづくりの第一歩　Vol.41

まちづくりについて考えよう

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

定
期
的
に
清
掃
活
動
さ
れ
て

い
た
り
、
ゴ
ミ
拾
い
見
え
る
化

ア
プ
リ
「
ピ
リ
カ
」
を
通
じ
て

た
く
さ
ん
の
人
と
つ
な
が
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
清
掃
活
動

に
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
。

個
人
で
も

日
課
の
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
つ

い
で
や
、
家
の
前
の
掃
除
、
ゴ

ミ
が
目
に
つ
い
た
ら
拾
っ
て
帰

る
人
な
ど
、
日
々
の
生
活
の
中

で
、
意
識
し
な
く
て
も
自
然
と

清
掃
活
動
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

区
・
自
治
会

祭
り
な
ど
、
区
内
の
住
民
の

世
代
を
超
え
た
交
流
を
通
じ
て
、

相
互
の
親
睦
を
深
め
る
と
と
も

に
、
防
災
・
交
通
安
全
・
地
域

内
の
広
報
活
動
な
ど
を
行
っ
て

い
ま
す
。
清
掃
活
動
も
そ
の
一

つ
と
し
て
取
り
組
ま
れ
て
い
ま

す
。

企
業社

員
で
地
域
の
清
掃
活
動
を

さ
れ
て
い
た
り
、
休
日
に
清
掃

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
実
施
さ
れ
る

企
業
も
あ
り
ま
す
。

き
っ
か
け

健
康
の
た
め
の
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
中
に
ゴ
ミ
を
目
に
し
て
拾
う

よ
う
に
な
っ
た
り
、
何
か
地
域

へ
の
活
動
を
し
て
み
た
い
と
思

い
立
っ
た
り
、
き
っ
か
け
は
さ

ま
ざ
ま
。

登
下
校
を
し
て
い
る
子
ど
も

た
ち
の
た
め
、
地
域
に
訪
れ
る

人
の
た
め
、
自
然
に
生
息
す
る

動
物
の
た
め
と
想
い
も
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

活
動
を
し
て
み
て

ゴ
ミ
拾
い
を
通
し
て
人
と
つ

な
が
れ
た
り
、
清
掃
活
動
の
あ

と
は
気
持
ち
も
ス
ッ
キ
リ
し
ま

す
。

共
通
の
想
い

皆
さ
ん
自
分
の
住
む
町
を
き

れ
い
に
・
気
持
ち
よ
く
と
い
う

想
い
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
は
『
み

ん
な
の
た
め
に
』『
無
理
の
な
い

範
囲
で
』
で
す
。

『
誰
か
が
勝
手
に
し
て
く
れ
る

だ
ろ
う
』
で
は
な
く
、
こ
う
し

た
活
動
を
し
て
く
れ
て
い
る
人

た
ち
に
「
あ
り
が
と
う
」
の
感

謝
の
気
持
ち
を
広
め
て
い
き
た

い
で
す
ね
。

ゴ
ミ
拾
い
を
通
し
て
つ
な
が

れ
る
ア
プ
リ
「
ピ
リ
カ
」
に
つ

い
て
は
、「
Ｌ.

Ｃ.

Ｋ
(
レ
ッ

ツ
・
ク
リ
ー
ン
・
こ
う
り
ょ
う
)」

の
見
え
る
化
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▶  

高
田
川
葛
城
川
ゴ
ミ
拾
い
の
会

の
皆
さ
ん

▶  

地
域
で
の
ク
リ
ー
ン
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
の
様
子

▶  


株)

ミ
ー
ト
ス
テ
イ
シ
ョ
ン
の

皆
さ
ん

「
自
分
た
ち
の
町
を
自
分
た
ち

で
キ
レ
イ
に
し
よ
う
」

と
い
う
気
持
ち
、
素
敵
で
す
ね
！ ピリカ広陵町版

▶  

活
動
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ん
の
心
得

「
み
ん
な
が
気
持
ち
よ
く
過
ご
せ
る

町
に
す
る
た
め
」

�1 �0



地域に寄り添う

中 核 病 院
国保中央病院

国保中央病院は、川西町、三宅町、田原本町、広

陵町によって開設された病院です。平成 5 年に開

設され、地域の医療連携の中核を担っています。

☎ 0744-32-8800

内科、外科、整形外科、小児科、皮膚科、泌尿

器科（人工透析）、放射線科、麻酔科、緩和ケア科、

リハビリテーション科、心療内科

※  10 月から、紹介状を持参しないで受診した

場合の実費負担が無料になりました。

● 脊椎脊髄センターの新設

●  整形外科専門医が集結、地域の中

核を担う診療体制

● 外反母趾の手術実績、県内トップクラス

● ちゃれんじ Room（検査用病室）新設

●  経験豊富な多職種スタッフによる

小児アレルギー疾患診療

● WEB 予約で時間待ち短縮

手・足・脊髄そ

れぞれの分野に

専門医が在籍し、

肩こりや腰痛、

手足のしびれ、

足指の変形など幅広く診療。原因に適した治療

を提案しています。患者さんとともに治療に取

り組み、ともに解決するサポートと役として「動

ける毎日」を支えていきます。

感染症やアレル

ギ ー、 低 身 長、

けいれん性疾患

など幅広く診療

を行っています。

小児救急の受入れや各種予防接種にも対応し、

お子さんの健康を守ります。特にアレルギーに

関しては専門医と指導資格を持つスタッフが連

携することで、お子さんと保護者をサポートし

ます。

▶ 診療受付時間：8:30 ～ 11:00

　　　　　　　　（再診の場合は 8:00 ～）

▶ 受付時間：7:30 ～ 10:30

右記ＱＲからご予約ください。

▶ 年末年始休診日：12/29～ 1/3

のるーと広陵元気号からアクセスで

きます。詳細は、右記ＱＲからご確

認ください。

★ ･･･

診療科

整形外科 小児科

うちはここが強い！

強み 強み

診療日

WEB 予約（小児科）

場所

月 火 水 木 金 土 日 祝

○ ○ ○ ○ ○ ★ 休 休

第 1・3・5土 ○

第 2・4土 休

問

♥

今まで当たり前にされていた「まちづくり」が、

人口減少や少子・高齢化、社会情勢の変化など

に対応するため、町民・町議会・行政みんなで「ま

ちづくり」について考えようということで条例

になりました。

※ いただいたご意見は、町ホームページで回答

します。

※ いただいたご意見についてお尋ねすることが

ありますので、名前・ご連絡先など忘れずに

ご記入ください。

広陵町自治基本条例の策定後、4 年が

経過し、法令や社会情勢の変化に対応

するため検証見直しを行っています。

そこで、条例改正案について、パブリッ

クコメントを実施します。

広陵町自治基本条例

広陵町自治基本条例

お知らせです！

「何かをしたい想い」が まちづくりの第一歩

パブリックコメントに参加してみよう！

vol.42

パブリックコメント参加方法

「まちづくり」の主体である町民・町議会・行

政が連携して「まちづくり」を進めていく際の

基本ルールとして、令和 3 年 6 月に制定されま

した。自分たちの町のことを考え、将来につな

がる「まちづくり」を推進します。

02 広陵町自治基本条例

03 なぜ条例に？

広く町民の意見を聴き、施策に反映

させる手法です。

町民であれば誰でも参加できます！

この機会にぜひ、ご意見をお寄せください。

01 パブリックコメントとは
？

♥

広陵町自治基本条例の策定後、4 年が広陵町自治基本条例の策定後、4 年が

経過し、法令や社会情勢の変化に対応経過し、法令や社会情勢の変化に対応

するため検証見直しを行っています。するため検証見直しを行っています。

広陵町自治基本条例広陵町自治基本条例

お知らせです！お知らせです！

参加、待ってるで！

詳細はこちら

うちはここが強い！

整形外科

協働のまちづくり推進課

☎内線 1284

問

田原本町大字宮古 404-1

▶ 実施期間：12/19（金）～Ｒ8.1/25（日）（予定）

参加方法などの詳細は、ホームページ（右記

ＱＲ）からご確認ください。

自治 基本 条例
自ら治める（決める）ための 土台となる 基本ルール

自治活動

自治活動 自治活動

自治活動

自治活動：自分（たち）で自発的に

行う行動のこと 自治基本条例イメージ図

自
治
基
本
条
例
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♥「何かをしたい想い」がまちづくりの第一歩　vol.43

その他プラスチックごみ

協働のまちづくり推進課

☎内線 1012　FAX 55-1009

問

夢をカタチに　～住民と役場の素敵なチームワークを求めて～

広陵町自治基本条例シンポジウムを開催

します！

「広陵町自治基本条例って何？」「なぜ必要なの？」 

条例の趣旨や意義、内容を広く町民の皆さんに

知っていただき、まちづくりにおける住民・事業

者・行政の役割について“みんなで”考えるために、

広陵町自治基本条例シンポジウムを開催します。

地域活動・住民活動の推進を図るネットワークを

広げる機会として、参画・協働のまちづくりを推

進しましょう。

開催日時

1/24（土）10:00 ～ 12:00

開催場所

さわやかホール 4階　大会議室

開催内容

【第１部】

条例の意義と住民・事業者・行政の役割

を考える

▶ 講演：「自治基本条例を使いこなすために」

▶ 講師：中川幾郎さん

（広陵町自治基本条例推進会議会長・帝塚山

大学名誉教授）

【第２部】

実践事例を語り合おう

▶ コーディネーター：清水裕子さん

（広陵町自治基本条例推進会議副会長・畿央

大学准教授）

▶ パネリスト：

■ 他市での地域の取り組み

　  上村有里さん（ＮＰＯ法人とよなかＥＳＤ

ネットワーク事務局長）

■ 広陵町内での地域の取り組み

　 長谷川晴子さん（だがし屋３サン堂代表）

■ 行政の取り組み

　 広陵町　安全安心課

【第３部】

意見交換、まとめ

対象

どなたでも参加可能

※定員：100 人（先着順）

申込方法

下記①～④のいずれかの方法でお申し込みください。

①オンラインフォーム（右記ＱＲ）

②メール

（kyodo@town.nara-koryo.lg.jp）

③郵送

〒 635-8515　広陵町大字南郷 583-1

広陵町役場　協働のまちづくり推進課　宛

④電話またはＦＡＸ（上記問い合わせ先まで）

※ お名前、参加人数を明記のうえお申し込みくだ

さい。

申込期間

1/23（金）12:00 まで　※必着

広陵町自治基本条例とは

広陵町自治基本条例とは、ま

ちづくりの主体である町民、

町議会、行政が連携して、ま

ちづくりを担い進めていく際

の基本ルールで、広陵町の基

本規範として位置づけられて

います。

申し込み

自治基本条例のパブリッ

クコメントも実施中！

（詳細：16 ページ）

ごみの分別方法が一部変わります

その他プラスチックごみが

燃やすごみに統合されます

今まで　その他プラスチックごみ

として区分されていたごみは

令和８年４月１日から

　燃やすごみとして排出 してください。

容器包装プラスチックごみ　は

引き続き分別をお願いします。

Q その他プラスチックごみの指定袋が余っているのですが…

リレーセンター業務課　☎ 0745-57-2000　FAX 0745-57-2005　営業時間 7:30 ～ 16:15　（土日・年末年始を除く）

A その他プラスチックごみの指定袋は

　　　燃やすごみの指定袋 として利用できます！

問

燃やすごみ

▶
全て燃やすごみ

の指定袋に !

容器包装プラスチックごみ以外のプラスチック製品・ゴム製品

生ごみ・紙くず・枝葉 など

容器包装プラスチックごみのうち汚れが取れないもの

すべて

燃やすごみ

指定袋に！

令和８年４月～

変更点

容器包装プラスチックごみ以外のプラスチック製品・ゴム製品

9 8



♥「何かをしたい想い」がまちづくりの第一歩　vol.44

協働のまちづくり推進課

☎内線 1012
問

広陵町自治基本条例シンポジウムを開催しました

1/24、さわやかホールで、『夢をカタチに ～住民と

役場の素敵なチームワークを求めて～』と題し、ま

ちづくりの参画・協働についてのシンポジウムを開

催しました。当日は、雪がちらつく寒い中、約 90

人の方に参加いただきました。

第 1 部では、帝塚山大学名誉教授中川幾郎さんによ

る基調講演「自治基本条例を使いこなすために」を

行いました。

第 2 部では、畿央大学准教授清水裕子さんをコー

ディネーターにお迎えし、地域（だがし屋３サン堂　

まちづくりについて考えていただける仲間を募集します

広陵町自治基本条例推進会議の委員になって、一緒

に「まちづくり」について考えてい

ただける方を募集します。専門的な

知識は必要ありません。住民として

のご意見をお待ちしておりますの

で、ぜひご参加ください。

会議内容

① 本条例の周知など推進について

② 本条例の運用の評価検証について

※基本平日日中の会議になります。

募集人数

5 人程度

対象

町内在住・在学・在勤の人

応募期間

3/24（火）まで

応募方法

下記のいずれかの方法でご応募ください。

■ オンラインフォーム（右記ＱＲ）

■  応募用紙などを記入し、①・②の

いずれかの方法で提出（応募用紙

は左上ＱＲからダウンロード可能）

① メール

　 （kyodo@town.nara-koryo.lg.jp）

③ 下記まで郵送（持ち込み可）

　 〒 635-8515

　 広陵町大字南郷 583-1

　 広陵町　協働のまちづくり推進課　宛

応募はこちら

皆さんのご応募を

お待ちしています

警察庁の自殺統計によると、Ｒ 7 年における国内の

自殺者数は 19,097人（速報値）と、Ｓ 53 年の統

計開始以来初めて 2万人を下回りました。

自殺は、健康問題や経済問題、家庭問題、職場や学

校での人間関係など、さまざまな要因が絡み合い「追

い詰められた末の死」と言われています。

大切な人を失わないために、家族や友人をはじめ、

周囲の身近な人が自殺のサインに気付き、自殺予防

のための行動ができるようになりましょう。

さまざまな悩みを抱える方は、精神面だけでなく日

常の行動にも変化が見られることがあります。次の

ようなサインが多く確認できる場合、自殺の危険が

迫っています。

□ うつ病などの症状がある

□ 原因不明の体調不良が長引く

□ 酒量が増す　　　　□ 安全や健康が保てない

□ 仕事の負担が急に増える

□ 職場や家庭でサポートが得られない

□  本人にとって価値あるものを失う（職・家族・

財産など）

□ 重症の体の病気にかかる

□ 自殺を口にする　　□ 自殺未遂におよぶ

自殺のサイン

気づいて1

サインに気づいたときは声かけをし、様子を聴いて

みることが大切です。心配しているというメッセー

ジを伝えましょう。

□ 声かけ例：「眠れてる？」

　　　　　　 「元気がないけど大丈夫？」

□ 話せる環境を作る（自らもこころの準備）

□ 考えを否定したり、安易に励ましたりしない

□  悩みを真剣な態度で受け止め、相手のことを尊

重して、感情を否定しない

□ これまでの苦労をねぎらう

声かけ・傾聴のポイント

聴いて2

心の病気が疑われる時は、早めに医療機関や相談機

関などの専門家への相談が大切です。

■ 自殺予防相談「ならこころのホットライン」

　 ☎ 0744-46-5563（平日 9:00 ～ 16:00）

■ 奈良いのちの電話協会

　 ☎ 0742-35-1000（24 時間 365 日）

相談窓口

つないで3

身近な人に悩みを聞いてもらうことは、自殺を考え

た人が悩みを乗り越えるために必要なことです。専

門家と連携した後も相談に乗ることを伝えましょう。

自殺予防の正しい知識を持ち、身近な人の変化に気づき、

相談窓口へつなぐ役割が期待される人を養成します。

ゲートキーパーに関する情報は、奈良県精神保健福

祉センター（☎ 0744-47-2251）にお問い合わせく

ださい。

ゲートキーパーの養成

見守って4

▶ 日時：3/9（月）15:00 ～ 16:30

▶ 場所：さわやかホール 4階　大会議室

▶ 内容：

自殺の統計概要や自殺の原因を簡単に説明した後、

傾聴方法をロールプレイしながら学びます。

▶ 講師： 神澤創さん（いこまカウンセリングルーム

こころ代表）

▶ 募集人数：10 人程度

▶ 申込期間：3/6（金）まで

▶ 申込方法： 下記のいずれかの方法で

お申し込みください。

■ 社会福祉課（左記問い合わせ先）に電話

■ オンラインフォーム（上記ＱＲ）

▶ 備考： 民生児童委員の皆さんと一緒に受講してい

ただきます。

直訳すると「門番」。自ら命を断つという門を開か

ないように悩みを抱えた人に「気づき」、話を「聴き」、

適切な相談機関に「つなぎ」「見守る」人のことです。

特別な資格は不要で、本講座では、相手の話の聴き

方を学ぶことができます。

ゲートキーパーとは

ゲートキーパー養成講座を開催します

申し込み

社会福祉課　☎ 55-6771問

３月は

自殺対策強化月間です

▲ 第 1部の様子 ▲ パネリストの皆さん

任期

令和 8年 4月中旬から 2年間

詳細はこちら

長谷川晴子さん）・行政（広陵町安全安心課）・他市

（ＮＰＯ法人とよなかＥＳＤネットワーク上村有里

さん）それぞれの取り組み事例をもとにパネルディ

スカッションを行いました。第 3 部の意見交換会で

は、会場から登壇者への質問や、自身の活動につい

てお話していただきました。時には笑い声もあがる

中、人のつながりの重要性など「ま

ちづくり」を考えていただく機会に

なりました。

当日の資料は、右記ＱＲからご覧く

ださい。 当日の資料
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